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自転車は、経済的で環境負荷が低いうえ、その利用が健康づくりにも繋がるなど、様々なメリット

を持つ乗り物です。また、その利用目的は通勤、通学、買い物、スポーツ、レジャーなど幅広く、多

くの人々に利用されています。 

このように手軽で身近な交通手段である自転車の利用促進を図るため、本市では、平成２４年１１

月に「北九州市自転車利用環境計画」を策定し、自転車通行空間や駐輪施設の整備などのハード施策

に加え、ルール・マナー教育、利用促進などのソフト施策に取り組み、自転車利用環境の向上を総合

的に推進してきました。 

こうした中、平成２９年５月に、国は自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機

能の維持、国民の健康増進等を図ることなどの新たな課題に対応するため、交通の安全の確保を図り

つつ、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することによって公共の利

益の増進に資すること等を基本理念とする「自転車活用推進法」を施行しました。 

この法律では、市町村は、国および県が策定した自転車活用推進計画を勘案し、地域の実情に応じ

た自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよう努めなければならない旨が規定され

ています。 

そこで、本市の自転車に関する現状と課題を踏まえ、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とした「北九州市自転車活用推進計画」を策定するものです。 

計画の策定にあたっては、国や県の自転車活用推進計画を勘案するとともに、これまでの北九州市

自転車利用環境計画に基づく取組みや成果を反映することとし、本市では、今後、本計画に基づき、

自転車施策の推進を図っていきます。 

 

 

 

計画区域は、北九州市全域を対象とします。 

計画期間は、令和３（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年度までの１０年間とします。 

また、概ね５年後を目途に効果検証し、計画の見直しを行います。 
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本計画は、自転車活用推進法第１１条に基づく市町村自転車活用推進計画であり、国や福岡県の自

転車活用推進計画を勘案し、本市の自転車施策における最上位の計画として定めるものです。 

計画の策定にあたっては、本市の上位計画や北九州市自転車利用環境計画の取り組み、成果を反映

するとともに、関連計画との連携・整合を図ります。 

また、本計画では人口減少や高齢化に対応したコンパクトなまちづくりや公共交通の利用促進、 

CO2 の削減、市民の健康増進などに自転車を活用することとしています。こうした取り組みを通じ

て「北九州市ＳＤＧｓ未来都市」における本市のＳＤＧｓ戦略の達成に資するものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 北九州市自転車活用推進計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北九州市 SDGｓ未来都市計画 

・SDGs（Sustainable Development Goals）は、平成２７年

9 月の国連のサミットで、全ての加盟国（１９３か国）が採択

したよりよい世界を目指す「持続可能な開発目標」です。 

 「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会

の実現のため、１７の目標、１６９のターゲット、２３２の指

標が定められています。 

 

・北九州市公共施設マネジメント実行計画（H28.2） 

・北九州市新成長戦略（H28.3 改訂） 

・北九州市都市計画マスタープラン（H30.3 改定） 

・北九州市国土強靭化地域計画（R2.2） 

・北九州市 SDGs 未来都市計画（R2.3 改定） 

・第 2 期北九州市まち・ひと・しごと創生総合戦略（R２.4） 

 
・北九州市環境首都総合交通戦略（H28.8） 

・北九州市地球温暖化対策実行計画・ 

環境モデル都市行動計画（H28.8） 

・北九州市立地適正化計画（H28.9） 

・第二次北九州市健康づくり推進プラン H30.3） 

・北九州市道路整備中長期計画（R2.4） 

・北九州市安全・安心条例第２次行動計画（R2.4） 

 

図 SDGｓの概要 

図 北九州市における SDGｓ戦略 
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自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康増進等

を図ることなど新たな課題に対応するため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進し、

交通における自動車への依存の程度を低減することによって、公共の利益の増進に資すること等を

基本理念とする「自転車活用推進法」（平成２８年法律第１１３号）が平成２９年５月１日に施行

されました。同法第１１条により、市町村は国や福岡県の計画を勘案して市町村自転車活用推進計

画を定めるよう努めなければならない旨が規定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省自転車活用推進本部事務局_自転車活用推進法の施行（Ｈ29.5） 
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我が国の自転車の活用に関する基本計画として、平成３０年６月８日に「自転車活用推進計画」

が閣議決定されました。 

自転車を巡る現状及び課題が、「都市環境」「国民の健康増進」「観光地域づくり」「安全・安心」

の４つの視点から整理されており、これらに対応する４つの目標とそれを達成するための１８の実

施すべき施策が定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省自転車活用推進本部事務局_自転車活用推進計画（Ｈ30.6） 
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国の自転車活用推進計画や福岡県の自転車を取り巻く現状や課題を踏まえて、平成３１年３月に

福岡県は、「福岡県自転車活用推進計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福岡県 

 

 

  

本県の自転車を取り巻く現状や課題、国の自転車活用推進計画（第３章）等を踏ま
え、長期的視点で実現すべき目標を４つ定め、それぞれの目標を実現するため、具体
的な取組みを展開する考え方を「施策の方向性」として整理

● 計画策定の趣旨
行政機関はもとより、県民や交通事業者など、あらゆる

関係者が協働して、自転車に関する施策を推進するために、
本県の自転車を取り巻く現状や課題を踏まえ、「福岡県自
転車活用推進計画」を策定

● 推進計画の性格
自転車活用推進法に基づき、福岡県総合計画や福岡県交

通ビジョン２０１７の部門計画として策定

● 計画期間
２０１９年度から２０２１年度までの３年間

Ⅰ 自転車の特徴
１ 環境にやさしい移動手段
２ 体に負担をかけずにエネルギーを消費できる移動手段
３ 全ての世代で利用されている移動手段
４ ５km以内の短距離では、最も効率的な移動手段

Ⅱ 自転車の利用状況
１ 自転車の利用に関する状況
２ 自転車通行空間の整備状況
３ 自転車ネットワーク計画の策定状況
４ 放置自転車の状況
５ シェアサイクル等の導入状況
６ スポーツへの自転車の利用状況
７ サイクルツーリズムによる観光振興
８ 自転車によるまちおこし
９ 災害時の自転車利用
10 自転車関連交通事故の状況
11 自転車の交通安全対策

Ⅲ 県民の自転車利用状況に関するアンケート調査
18歳以上の県民4,000人に対して実施した調査の概要
（回収率44.6%）

第１章 総 論

第２章 自転車を取り巻く現状と課題

第４章 自転車活用推進計画の施策体系及び具体的な取組み

【目標１】自転車を快適に利用できるまちづくり
[指標]

自転車ネットワーク計画の策定市町村数
(5市町村(2018年度) → 15市町村(2021年度))

[施策の方向性]
１ 自転車通行空間の整備促進
２ 自転車通行空間の確保と違法駐車の取締り強化
３ 放置自転車対策の推進
４ シェアサイクル等の普及促進

【目標２】自転車を活用したスポーツ活動と健康づくりの推進
[指標]

県や市町村等が行う自転車の魅力を体験する機会の提供回数(イベント開催数)
(13回/年度(2018年度) → 20回/年度(2021年度))

[施策の方向性]
５ サイクルスポーツの普及促進
６ 自転車による運動機会の提供

【目標４】自転車･歩行者･自動車が安全に通行する社会づくりの推進
[指標]

自転車関連事故の発生件数 (4,383件(2018年) → 4,000件(2021年))
[施策の方向性]
９ 安全教育と交通安全指導者の養成
10 点検整備、自転車保険の加入促進など安全通行の確保
11 災害時の自転車活用

【目標３】自転車を活用した観光振興と地域の活性化
[指標]

県内のサイクルツーリズムモデルルート数
(5ルート(2018年度) → 10ルート(2021年度))
サイクルステーションの設置数 (0箇所(2018年度) → 200箇所(2021年度))

[施策の方向性]
７ サイクルツーリズムの促進
８ 自転車の活用による地域の魅力発信
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「元気発進！北九州プラン」に掲げる「世界の環境首都」にふさわしい交通体系の実現に向け、環

境にやさしい自転車の利用環境の向上を図る総合計画として、平成 24年 11 月に「北九州市自転車

利用環境計画」を策定しました。 

この計画に基づき、自転車通行空間ネットワーク形成などのハード施策に加え、ルール・マナー・

教育などのソフト施策に取り組んできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 北九州市自転車利用環境計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自転車通行空間ネットワーク形成 

○駐輪環境形成 

○自転車と公共交通の連携 

１．「世界の環境首都」の実現 

２．健康増進 

３．「街なか」の賑わいづくり 

４．自転車のある新しいライフスタイルの創出 

○ルール・マナー・教育 

○利用促進 

（環境、健康、賑わいづくり・ 

        新しいライフスタイル） 

図 北九州市自転車利用環境計画の取り組み 
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   整備拠点（１３） 
門司港地区 

   門司地区 
    小倉都心地区   ● 
    南小倉地区    ● 
    城野地区     ● 
    下曽根地区    ● 
    徳力地区     ● 
    朽網地区 
   若松地区 
   東田地区 
   黒崎地区 
   折尾地区     ● 
   戸畑地区     ● 

●:ネットワーク計画策定地区 

 

本市では、小倉都心など、「自転車利用が多い地区」、「駅に自転車が集中する地区」、「自転車利用

を促進する地区」である１３の地区を整備拠点に設定し、これら拠点内及び拠点間を結ぶ自転車通行

空間を整備することにより、自転車通行空間ネットワークの形成を推進してきました。 

設定した１３の整備拠点のうち、特に自転車利用の多い７つの地区について、 

・公共交通、学校、主要商業施設、主な居住地区などを結ぶ地区内の自転車利用の主要路線 

・自転車関連の事故が多い路線 

・ネットワークの連続性を確保するために必要な路線 

など、整備効果の高い路線を選定して、自転車ネットワーク計画を定め、この計画に基づき、令和元

年度末までに約３５km の自転車通行空間の整備が完了しています。 

また、7 地区以外も含めた市内全体でみると、約４０km の整備が完了しています。 

 

地区 

 

    

   

  

 

 

 

  

 

 

 

区分 自転車道 自転車通行帯 車道混在 
自転車歩行者道 
（分離タイプ） 

計 

図 

 

 

  

延長 0.4km 15.4km 14.6km 9.2km 39.6km 

図 自転車通行空間の整備実績（令和元年度末時点） 
資料：北九州市道路維持課  

 

図 自転車通行空間ネットワーク形成のイメージ 
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自転車を利用する目的や利用時間等の利用特性に応じた駐輪施設の整備を進め、利用しやすい駐輪

環境の形成を図りました。 

駐輪需要の多い JR 駅やモノレール駅、バス停の周辺に駐輪施設を設置し、周辺の放置自転車を

抑制するとともに、自転車と公共交通との円滑な連携の促進を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 駅周辺などに設置した駐輪施設 

 資料：北九州市道路維持課 

自転車での来訪者が多く、放置自転車が課題となっていた小倉都心部の旦過地区周辺や、堺町地

区に駐輪施設を設置しました。 

このうち小文字通りの路上駐輪施設では、買い物目的の駐輪需要に対応するため、短時間利用者

向けの料金を設定するなど、利用特性に応じた駐輪施設の確保を推進しました。 

 

 

 

 

 

 

 

まちなかに設置した駐輪施設 

資料：北九州市道路維持課 

＜城野駅南＞ 

＜小文字通り(旦過地区周辺)＞ ＜堺町地区＞ 

＜下曽根駅北口自転車駐車場＞ 

＜モノレール旦過駅＞ 
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表 公共の駐輪施設（R2.4） 

 箇所数 収容台数 

市営有料自転車駐車場 ２４ ７,９０９ 

市営無料自転車駐車場 ４７ ４,４８９ 

その他の駐輪施設※  ６ ５８９ 

計 ７７ １２,９８７ 

               ※小倉北区の旦過地区や堺町地区などに市と民間事業者が協働で設置した駐輪施設 

 

 

【参考】自転車駐車場の付置義務制度 

公共の駐輪施設以外にも、多くの駐輪需要が生じる商業地域・近隣商業地域に新築・増築等を行う一定

規模以上の小売店舗については、所定の自転車駐車場を確保するよう条例で義務付けています。 
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JR 駅などの交通結節点周辺へ駐輪施設を整備するとともに、シェアサイクルステーションの増設

や公共交通との接続強化により、本市のシェアサイクル事業である「シティバイク」の利用促進を図

りました。 

 

本市では、小倉都心部に 7 箇所、東田地区に 3 箇所のシェアサイクルステーションを設置し、

平成２２年 3 月よりシェアサイクル事業「シティバイク」の運用を開始しました。 

このシティバイクの利用促進を図るため、小倉都心部において、平成２４年から平成２５年にか

けて、利用者からの要望を踏まえつつ、商業施設などの集積や公共交通との連携を考慮して、シェ

アサイクルステーションを１１箇所増設するとともに、電動アシスト自転車を１３０台追加配置し

ました。 

また、スマートフォンによる一時利用の受付サービスやモノレールの定期利用者に対する割引サ

ービスを導入するなど、シェアサイクルの利便性向上と公共交通との連携強化を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 シェアサイクルステーションマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜福岡銀行小倉支店横＞ ＜平和通り第１＞ 

資料：北九州市道路維持課 
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図 シェアサイクルの一日平均利用台数の推移  

資料：北九州市道路維持課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 モノレール定期利用者への割引サービス   スマートフォンで手続きできる一時利用サービス  

資料：北九州市道路維持課 

 

 

 

 

 

 

 平成 22年 令和元年 

ステーション数 １０箇所 ２０箇所※ 

自転車台数 116 台 246 台 
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表 ステーション数と自転車保有台数の推移 

※令和元年 12 月に東田地区の 1 箇所を廃止 
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市民自らが安全で安心な交通社会を築くという意識の醸成を図るため、講習会等の啓発活動を実

施しています。 

 

 

 

 

 

 

資料：北九州市安全・安心都市整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開催回数 参加人数 

個人向け教室 49 回 509 人 

団体向け教室 100 回 7,135人 

自転車運転免許講習会 9 回 54 人 

合計 158 回 7,698人 

表 北九州交通公園における自転車教室等の開催実績（R 元） 

＜自転車教室＞ 

○交通安全運動における街頭啓発 

 ・春、夏、秋、年末の交通安全運動時には、街頭キャンペーンを実施。 
○自転車交通安全キャンペーン 
 ・公共交通施設やショッピングモールなどでチラシや啓発物を配布。 
○自転車交通ルール検定 
 ・「自転車安全利用五則」をまとめたテキスト編を学び、問題編を解く。 

（対象：市立の中学 2 年生 約 8,000 人） 
○自転車安全利用のチラシ配布（対象：新小学１年生約 8,000 人、新高校１年生約 5,200 人） 
 ・市内の新小学１年生及び新高校１年生へ自転車安全利用のチラシを配布。 

＜啓発活動＞ 

～～北九州交通公園～～ 

正しい交通ルールや交通に関する知識を子どもたち

が楽しみながら身に付けられる公園です。園内には、北

九州市立交通安全センターや自転車走行コースなど

様々な施設を備え、専門の指導員が来園者に正しい交通

ルールの指導を行っています。 
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主要な駅周辺を中心に、「駐輪指導員」を配置し、自転車利用者に対し、適切な駐輪に関する啓

発や駐輪施設への誘導などを実施しています。 

 そのほか、街頭啓発や新高校１年生への放置自転車に関する啓発パンフレットの配布などを行っ

ています。 

＜駐輪ルールの啓発＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：北九州市道路維持課 
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 自転車の利用促進に向け、平成２６年 2 月に自転車に関する総合情報ウェブサイト「スマートサ

イクルライフ北九州」を開設しました。 

市内のおすすめのサイクリングコースや自転車のルール・マナーをはじめとする自転車の利用に役

立つ情報、サイクリストへのインタビューなどの自転車に関する楽しい情報を発信するとともに、フ

ェイスブックを活用し、サイクリストなどと情報共有ができるサイトとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             スマートサイクルライフ北九州 

 

（例：自転車のルール・マナーの情報発信） 

（例：おすすめサイクリングコース【門司港レトロコース】） 


